
日本総合病院精神医学会 

専門医制度規則 

 

第１章 総則  

 

第 1 条 本規則は、一般社団法人日本総合病院精神医学会（以下「本会」という）が定款第

１２章の規定に基づき、本会認定一般病院連携精神医学専門医（以下、「専門医」 という）

及び本会認定一般病院連携精神医学指導医（以下、「指導医」という）の認定を行うに当た

り、必要な事項を定めるものである。  

 

第２条 専門医及び指導医の認定に関しては、法令及び定款に別段の定めがあるほかは、こ

の規則に従うものとする。   

 

第２章  専門医制度委員会  

 

第３条 専門医及び指導医の認定並びに関連する業務を行うために、専門医制度委員会を

設置する。   

２  専門医制度委員会の委員は、理事会の決議を経て、理事長が委嘱する。  

３  専門医制度委員会には、委員長、副委員長、担当理事および委員若干名を置く。  

４  委員長及び担当理事は、理事会が選任する。  

５ 副委員長および委員は、委員長が委員会の任務に適した会員から、その承諾を 得て理

事会に推薦し、理事会によって選任される。  

６ 専門医制度委員会のもとに、次の各号の小委員会を設置する。   

一 専門医研修小委員会   

二 専門医試験小委員会   

三 専門医等認定小委員会   

７ 前項の小委員会は、小委員会委員長、小委員会副委員長および小委員会委員若干名をも

って構成し、その委員等は専門医制度委員長が小委員会の任務に適した会員から、その承諾

を得て理事会に推薦し、理事会によって選任され、理事長が委嘱し、他の専門医制度小委員

会の小委員会委員長、小委員会副委員長及び小委員会委員と重任しない。   

８ 小委員会の委員長は、審議内容及び活動状況を当該委員会または理事会に報告しなけ

ればならない。 

 

第４条 委員長、担当理事及び委員の任期は、理事会に委員等の選任を受けてから次 の理

事改選時及び委員会の解散時までとし、委員等の再任及び他の委員会委員との重任 は妨げ

ない。  



２  委員長及び担当理事に欠員を生じたときは、理事会は後任者を選任し、後任者は 前任

者の任期を務める。  

３  委員等が、次の各号のいずれかに該当する場合には、理事会における決議に基づいて解

任することができる。この場合、当該委員等に対し、理事会において弁明する機会を与える

ものとする。   

一 委員等の申し出のあったとき   

二 委員等に心身の故障のために職務の執行に耐えられないと認められたとき   

三 委員等に職務上の義務違反その他委員等としてふさわしくない行為をしたとき  

４  委員等は、任期が満了しても、後任の委員が委嘱されるまでは、引き続きその職務を行

う。  

５  小委員会は、任期等については本条第 1 項、第 2 項、第 3 項を準用する。   

 

第３章 専門医の資格  

 

第５条 専門医認定の審査を希望する者は、次の各号の条件を全て満たさなければならな

い。  

一 日本国の医師免許証を有すること。  

二 日本精神神経学会認定精神科専門医の資格を有すること。  

三 ２年間の卒後臨床研修を受け、その後さらに本学会により認定された研修施設におい

て３年以上総合病院精神医学の研修を受けた者、もしくは本学会により認定された研修施

設において５年以上総合病院精神医学の研修を受けた者で細則に定める研修内容を修了し

ていること。  

四 申請時において、継続して５年以上本会の会員であること。  

五 細則に定めるケースレポートを提出し、全てが専門医制度委員会の審査に合格するこ

と。 

六 細則に定める専門医制度委員会専門医講習会を受講すること。 

七 細則に定める専門医認定試験に合格すること。   

 

第４章 専門医の認定  

 

第６条 専門医認定の審査を希望する者は、細則に定める書類を専門医制度委員会に提出

しなければならない。  

 

第７条 専門医認定の審査は、専門医制度委員会が行い、理事会の決議により承認する。  

 

第８条 専門医認定の審査結果は、細則で定める方法で公示する。  



 

第 9 条 本会理事長は、専門医認定審査合格者に対して専門医証を交付する。   

 

第５章 専門医の認定更新  

 

第１０条  専門医の認定は、５年ごとに更新するものとする。  

 

第１１条 専門医の認定更新を希望する者は、細則に定める学術活動を行い、それに定めら

れた書類を定められた期日までに専門医制度委員会に提出しなければならない。  

 

第１２条  専門医認定更新の審査は、専門医制度委員会が行い、理事会の決議により承認す

る。  

 

第１３条  専門医認定更新の審査結果は、細則で定める方法で公示する。  

 

第１４条  本会理事長は、専門医認定更新審査合格者に対して専門医証を交付する。   

 

第６章  専門医の喪失・取消  

 

第１５条  専門医は、次の各号の理由により、専門医制度委員会及び理事会の決議を経て、

その資格を喪失する。  

一  理由を付して専門医としての資格を辞退したとき。  

二  本会の定款に従って、本会会員の資格を喪失したとき。  

三  申請書類に虚偽等が認められたとき。  

四  専門医の認定更新を行わなかったとき。  

２  前項第四号によって喪失した専門医資格は、やむをえない理由があると認めたときは、

専門医の認定を更新することができる。  

 

第１６条  本会理事長は、専門医として不適切な行為のあった者に対して、専門医制 度委

員会及び理事会の決議を経て、専門医の資格を取り消すことができる。   

 

第７章  指導医の役割  

 

第１７条  指導医は、専門医の認定を希望する者の研修を指導する。  

２  指導医は、次の各号の種類とする。  

一  専門医資格を有する指導医（以下、専門医指導医）  



二  本規則第３１条第２項第２号の定める研修施設においてのみ専門医の認定を希望する

者の指導を行うことのできる指導医（以下、特定指導医）  

３ 前項第二号の特定指導医は、その所属する研修施設においてのみ、専門医の認定を希望

する者の指導を行い、その特定指導医が非研修施設に異動した場合は、指導医を名 乗るこ

とができない。  

 

第８章  指導医の資格  

 

第１８条  専門医指導医認定の審査を希望する者は、次の各号の条件を全て満たさなけれ

ばならない。  

一  日本国の医師免許取得後１０年以上経過していること。  

二  専門医に認定された後３年以上経過していること。  

三  ８年以上総合病院精神医療に原則常勤で従事した経験を有すること。 

四  申請時において、継続して８年以上本会の会員であること。  

五  細則に定める学術活動を行っていること。 

六  細則に定めるケースレポート、または細則に定めるその代替資料を提出し、全てが専門

医制度委員会の審査に合格すること。 

七  細則に定める専門医制度委員会指導医講習会を受講していること。  

２ 特定指導医認定の審査を希望する者は、次の各号の条件を全て満たさなければならな

い。  

一  日本国の医師免許取得後８年以上経過していること。  

二  ８年以上総合病院精神医療に従事した経験を有すること。 

三  申請時において、本会の会員であること。  

四  細則に定める専門医制度委員会指導医講習会を受講していること。  

五 第３１条第２項第二号に定める特定研修施設及びそれに準じる施設の常勤職員である

こと。 

３ 特定指導医のうち、専門医資格及び専門医指導医資格の特例付与認定の審査を希望す

る者は、次の各号の条件をすべて満たさなければならない。 

一 日本国の医師免許証を有すること。 

二 日本精神神経学会認定精神科専門医又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第

１８条に定める精神保健指定医の資格を有すること。 

三 細則に定めるケースレポート、または細則に定めるその代替資料を提出し、全てが専門

医制度委員会の審査に合格すること。 

四 細則に定める専門医制度委員会専門医講習会を受講すること。 

五 細則に定める専門医認定試験に合格すること。 

第９章  指導医の認定  



 

第１９条 専門医指導医または特定指導医の認定審査を希望する者は、細則に定める書類

を専門医制度委員会に提出しなければならない。 

２ 特定指導医のうち、専門医資格及び専門医指導医資格の特例付与を希望する者は、細則

に定める書類を専門医制度委員会に提出しなければならない。 

３ 専門医資格を有する特定指導医のうち、特定指導医資格に替え専門医指導医資格の特

例付与を希望する者は、細則に定める書類を専門医制度委員会に提出しなければならない。 

 

第１９条の２ 本規則第１８条第３項及び本条第２項の特定指導医への専門医資格及び専

門医指導医資格の特例付与する措置並びに本条第３項の専門医資格を有する特定指導医へ

の特定指導医資格に替え専門医指導医資格の特例付与する措置は、平成２９年 4 月 1 日か

ら開始し、細則で定める日をもって終了するものとする。 

 

第２０条  指導医認定の審査は、専門医制度委員会が行い、理事会の決議により承認する。  

 

第２１条  指導医認定の審査結果は、細則で定める方法で公示する。 

 

第２２条  本会理事長は、指導医認定審査合格者に対して指導医証を交付する。   

 

第１０章  指導医の認定更新  

 

第２３条  指導医の認定は、５年ごとに更新するものとする。 

 

第２４条  専門医指導医の認定を更新した場合には、専門医の認定も併せて更新されるも

のとする。  

 

第２５条 専門医指導医、または特定指導医の認定更新を希望する者は、細則に定める書類

をその定める期日までに専門医制度委員会に提出しなければならない。 

 

第２６条  指導医認定更新の審査は、専門医制度委員会が行い、理事会の決議により承認す

る。  

 

第２７条  指導医認定更新の審査結果は、細則で定める方法で公示する。 

 

第２８条  本会理事長は、指導医認定更新審査合格者に対して指導医証を交付する。   

第１１章  指導医の喪失・取消  



 

第２９条  指導医は、次の各号の理由により、専門医制度委員会及び理事会の決議を 経て、

その資格を喪失する。  

一  理由を付して、指導医を辞退したとき。  

二  本会の定款に従って、本会会員としての資格を喪失したとき。  

三  申請書類に虚偽等が認められたとき。  

四  指導医の認定更新を行わなかったとき。  

２  前項第四号によって喪失した指導医資格は、やむをえない理由があると認めたときは、

指導医の認定を更新することができる。  

 

第３０条  本会理事長は、指導医として不適切な行為のあった者に対して、専門医制 度委

員会及び理事会の決議を経て、指導医の資格を取り消すことができる。   

 

第１２章  研修施設  

 

第３１条 研修施設は、指導医が常勤し、他の診療科との連携による診療が行われているい

わゆる総合病院とし、その基準は細則に定める。 

２  研修施設は、次の各号の種類とする。  

一  専門医指導医が常勤する研修施設（以下、専門医研修施設）  

二  特定指導医が常勤する研修施設（以下、特定研修施設）  

３ 前項第二号の特定研修施設は、細則に定める研修施設及びそれと同等の機能を有する

医療施設とする。  

４  研修施設に常勤する指導医のうち一人を指導責任者とし、指導医が一人の場合はその

者を指導責任者する。  

第３２条 研修施設の認定を希望する場合には、指導責任者が、細則に定める書類を専門医

制度委員会に提出しなければならない 

 

第３３条  研修施設の認定は、専門医制度委員会による調査と審査を経て、理事会の決議に

より承認する。  

 

第３４条 研修施設認定に関する審査結果は、細則で定める方法で公示する。 

 

第３５条 本会理事長は、研修施設認定審査に合格した施設に対して研修施設認定証を交付

する。 

 

第３６条 研修施設の認定の更新は、５年ごとに行い、指導責任者が細則に定める書類をそ



の定める期日までに専門医制度委員会に提出しなければならない。 

 

第３６条の２  研修施設は、本規則第３２条により申請をした事項に変更があったときは、

変更のあった時以後６ヶ月以内に専門医制度委員会に届出なければならない。 

 

第３７条  研修施設の更新認定は、専門医制度委員会による調査と審査を経て、理事会の決

議により承認する。  

 

第３８条 研修施設の更新認定に関する審査結果は、細則で定める方法で公示する。 

 

第３９条  本会理事長は、研修施設更新認定審査に合格した施設に対して研修施設認 定証

を交付する。   

 

第１３章  規則改正に伴う移行措置等  

 

第４０条  平成２５年３月３１日までに申請し認定を受けた指導医及び研修施設はそれぞ

れ専門医指導医及び専門医研修施設と読み替えるものとする。   

２  前項により読み替えられた専門医指導医の次回更新時のみ、第２５条第１項第六号の

専門医制度委員会指導医講習会に参加したことを証明する資料の提出は必要としない。   

 

第１４章  規則の変更  

 

第４１条  本規則を変更する場合は、理事会の決議を経て、評議員総会の承認を得るものと

する。 

 

付 則  

 

第１条  本規則は、平成１３年４月１日から施行する。 

平成１６年１月改正。  

平成１７年１０月改正。  

平成１８年１１月改正。  

平成２１年１１月２６日改正。  

平成２３年１１月２４日改正。  

平成２４年１１月２９日改正、平成２５年４月１日施行。  

平成２５年１１月２８日改正、同日施行。  

平成２８年１１月２４日改正、平成２９年４月１日施行。 



令和４年１０月２７日改正、令和５年４月１日施行。 

 

第２条  本規則の施行に関する細則は別に定める 


